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会  議  録 

 

 

 

会議の名称 第４回 茨木市中学校給食審議会 

開催日時 令和２年１月３１日（金） 

  （  午前・午後  ）２  時００分  開会  

  （  午前・午後  ）３  時５０分  閉会 

開催場所 茨木市役所南館８階大会議室  

会長 桜井 政成 

出 席 者 桜井 政成（会長）、小鶴  祥子（副会長）、村上 喜郁、 

中村 愛、城谷 敬子、橘 由紀、阪 和也、下田平 敬子、 

濱園 明洋、山口 正弘、松宮 正和、岸本 済、村上 浩基、 

東 真由美、加藤 三紀、金森 郁美 【16名】 

欠 席 者 鹿島 あゆこ、大島 亜希子、井上 行雄、福田 真人 【４名】 

事務局職員 

乾教育総務部長、谷学校教育部次長兼学校教育推進課長、堤学務課長、 

西村学務課参事兼保健給食係長、竹内学務課指導主事、竹野学務課職員、 

山本学務課職員 【７名】 

開催形態 公開 

議題（案件） 

Ⅰ．新たな中学校給食の実施方式について 

Ⅱ．茨木市中学校給食審議会 報告書（案）について 

Ⅲ．答申書（案）について 

配布資料 

・議事次第 

・資料１ 茨木市における学校給食実施方式案に対する評価（案） 

・資料２ 茨木市中学校給食 審議会 報告書 （案） 

・資料３ 茨木市中学校給食審議会 答申書（案） 

・参考資料１ 市立小学校におけるアレルギー対応 について 

・参考資料２ 茨木市における地産地消の取り組み について 

・参考資料３ 栄養教諭等の配置について 

・補足資料  「学校給食実施方式案に対する評価（案）」について 

傍聴者 ９名 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

事務局 

（堤） 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 皆様、こんにちは。本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございます。定刻となりましたので、第４回茨木市中学校給食審議会

を開会させていただきます。 

 それでは、会議の進行につきましては会長が行うこととなっております

ので、桜井会長、よろしくお願いいたします。 

 

 皆様、こんにちは。早いもので、もう第４回になりました。あと、今日

を含めて２回の審議会になっております。 

 いつもの注意ですけれども、審議会の議事録については、原則公開とい

うことでご了承いただきますようお願いいたします。会議録の作成上、ご

発言はマイクをご使用いただきますようお願いいたします。 

 それでは、事務局から本日の委員の出席状況につきまして、報告をお願

いいたします。 

 

 本日の出席状況についてご報告いたします。 

 このたび、市ＰＴＡ協議会選出の保護者代表でご出席いただいておりま

した森下委員から退任の申し出がございましたので、委員総数が１人欠員

となりました。委員総数 21 人のところ 20 人になり、そのうち本日今現在

でご出席は 15 人です。うち岸本委員が少し遅れるという旨の電話が先ほど

入りましたので 16 人になる予定です。欠席は４人、半数以上の出席をいた

だいておりますので、同審議会規則第６条第２項により会議は成立してお

ります。 

 また、本日は今現在のところ８人の方が傍聴されていることをご報告い

たします。 

 

 ありがとうございます。 

 続きまして、議事に移ってまいりますが、まず「議題Ⅰ．新たな中学校

給食の実施方式について」を議題といたしますが、まず、今回の第４回及

び第５回審議会の位置づけについてから、事務局からご説明をお願いいた

します。 

 

 まず、本日の第４回、次回の第５回の審議会の進め方について、ご説明

させていただきます。 

 本日は、資料１「茨木市における学校給食実施方式案に対する評価（案）」

の定性的評価の確認と、定量的評価の整理から最終６ページの各実施方式

の総合評価を作成いただきたいと考えております。その結果を基にいたし

まして、資料２の報告書（案）、資料３の答申書（案）を修正していきたい
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議 事 の 経 過 
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桜井会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と考えております。 

 報告書（案）、答申書（案）につきましては、本日の審議会終了後、頂き

ましたご意見を反映した修正版を作成し、２月中旬頃に各委員に郵送をさ

せていただき、再度ご意見を頂戴したいと考えております。その後、当該

意見を反映しました修正版を再度作成いたします。そして、３月初め頃に

委員の皆様に郵送させていただき、再度意見照会を行いたいと考えており

ます。 

 ３月 26 日に第５回審議会の開催を予定させていただいておりまして、そ

のときに報告書（案）、答申書（案）を最終委員の皆様にご確認していただ

きます時間を設けたいと考えております。そして、皆さんにご確認いただ

きました後、市長に会長から「茨木市の中学校における望ましい中学校給

食のあり方」と「実施方式の選定について」を答申いただきたいと考えて

おります。 

 今のご説明でご了承いただけるようでございましたら、議題１から３を

まとめて説明させていただき、ご意見を頂きたいと考えております。 

 

 ご覧いただいてお分かりのとおり、資料１と資料２はほぼ同じ内容でし

て、報告書（案）の原案をつくるということで、この後の議題になってお

ります。それから、資料３が答申書（案）になっておりまして、これはそ

の次の議題になっているかと思いますのでご確認いただければというとこ

ろで、もし何かご質問がありましたら。よろしいでしょうか。 

 では、引き続き、事務局からご説明をお願いいたします。 

  

 それでは、本日の議題の説明に入らせていただきたいと思います。第３

回までにご審議いただきました中学校給食のあり方についてです。中学校

給食のあり方とは、おさらいになりますが、子どもたちの成長を支えるた

めに目指すべき理想像を描くものであります。理想像を可能な限り実現で

きる整備案は何か、最も解決すべき課題は何かを重点的にご審議してきて

いただきました。そして、４つの基本方針「安全で安心な学校給食の提供」

「栄養バランスの優れた魅力的な学校給食」「持続可能な学校給食の提供」

「食育・地産地消の推進」とともに、前回の第３回審議会で設定していた

だいたところでございます。 

 まず、資料１をご覧ください。これが「茨木市における学校給食実施方

式案に対する評価（案）」になります。今、申し上げました４つの基本方針

を評価項目といたしまして、中学校給食検討会や、この審議会で出された

各実施方式の課題を落とし込んでおります。そして、審議会委員の皆様の

意見を反映し、「評価項目に適しており、特に優れている」を「◎」、「評価
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項目に適している」を「○」、「基本方針の実現に課題がある」を「△」と

しまして、相対評価をした結果になっております。 

 この案は委員の皆様から第３回審議会で頂きました意見を基に、素案を

修正いたしまして 12 月 18 日に各委員に送付させていただき、再度ご意見

を頂いたものを基に修正し、１月 21 日に送付させていただいたものです。 

 第３回審議会及び、その後に委員の皆様に頂きました意見についての対

応は、本日資料として机に置かせていただきました補足資料のとおりにな

っております。前回の第３回の素案からこの案に変更しました、意見が変

更しましたところの対応について事務局の意見も書かせていただいており

ます。委員の皆様には、修正版のご意見を頂くときに送付させていただい

ておりますので、詳細の説明については今回省略させていただきたいと思

っております。 

 そうしまして、皆さんに確認をしながらつけました評価の表が、６ペー

ジです。６ページをお開けください。ここに総合評価を載せさせていただ

いています。定性的評価、定量的評価の整理、そして総合評価ということ

で記載しております。この総合評価のまとめにつきましては、本日、皆さ

んにご意見を頂きましてから、意見を基に作成させていただきたいと考え

ております。 

 続きまして、本日の参考資料を３枚用意させていただいております。 

 今まで第３回までの審議会でご質問を頂きました件で、口頭で事務局の

ほうから説明をさせていただいておりましたが、今回参考に資料を用意し

ましたので、補足としてご説明させていただきたいと考えております。 

 基本方針①の（２）食物アレルギー対応範囲というところになりますが、

素案の中で現在行っている各小学校独自のアレルギー対応というような文

言が出ておりましたが、前回の審議会におきまして、その表現が分かりに

くいというご意見も頂きましたので、ご説明させていただきたいと考えて

おります。 

 この参考資料１「市立小学校におけるアレルギー対応について」をご覧

ください。「茨木市小学校給食等における食物アレルギー対応マニュアル」

を作成しておりますが、その抜粋になります。 

 各小学校では、アレルギー対策委員会を設置しておりまして、構成員は

校長、教頭、担任、養護教諭、栄養教諭、給食・食育担当、調理員などか

ら構成されております。全体のアレルギーの対応を協議して決定しており

ます。市では原則、鶏卵とうずら卵の除去食の対応は統一で行っておりま

すが、それ以外の対応につきましては各学校のアレルギー対策委員会で協

議し、実施を検討しております。その結果、単年度の対応になりますが、

学校によりましては、乳や、種実類、ゴマ等の除去食を実施している学校
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があります。 

 先ほどの評価項目の課題になりますが、親子調理方式では、小学校で中

学校の給食を一緒に調理することによって、現在小学校で行っている、ア

レルギー対策委員会で協議し、独自の対応をしているものができなくなる

可能性があるという課題が、検討会から出されました。そこで、「現在小学

校でのアレルギー対応としましては、鶏卵及びうずら卵の除去食を全校統

一の原則とし、それ以外の対応については、学校ごとに独自に検討の上実

施している」という文言を追加させていただきまして、「小学校独自のアレ

ルギー対応が全てできない可能性がある」という文言に変更しております。 

 続きまして、参考資料３を先にご覧ください。 

 基本方針④食育・地産地消の推進の（１）生きた教材となる学校給食の

ところにつきまして、特に変更点はございませんが、ご質問を頂いており

ました、各実施方式ごとの栄養教諭等の配置について記載させていただき

ました。 

 昨年度作成させていただきました、調査報告書の７ページの抜粋になり

ます。国の配置基準は上の表のとおりになっておりまして、これは公立義

務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律で決められて

いる定数になります。今現在、小学校には 19 人の栄養教諭等が配置されて

おります。現在の児童生徒数で計算しますと、下の表のとおりになり、そ

れぞれの案の増員の人数を試算しております。ただし、全員給食が始まっ

た時点での児童生徒数で改めてまた計算されますので、数はその時点で異

なる可能性があります。 

 続きまして、参考資料２です。 

 同じく基本方針④食育・地産地消の推進（３）地域とつながる学校給食

のところの補足説明になります。地産地消の取組につきましては、これも

変更点は特にございませんが、前回さまざまなご意見を頂きましたので、

簡単に現状の説明をさせていただきたいと考えております。 

 現在の小学校給食は、食材の調達は、物資選定委員会において、価格と

質の評価、また野菜でありましたら地元産や、有機栽培、特別栽培等につ

いての評価をし、選定させていただいております。資料には平成 28 年度か

ら書かせていただいていますが、令和元年度につきましては、12 月末まで

については実績の数字と、１月から３月は、ほぼ献立は決まっております

ので予定の数字との合計を書かせていただいています。 

 野菜につきましては、口頭でもご説明をさせていただいておりましたが、

農とみどり推進課とＪＡ、生産者の方、学務課で協議をしまして、品目や

数量共に増えていっているというのが、この表からも分かっていただける

かと思います。ただし、下のほうになりますが全体の割合といたしました
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桜井会長 

ら地場産の割合、全体に使用する野菜の量に比べたら、かなり低い数字に

なっておりますが、今後とも話し合いを重ねまして、使用量を増やしてい

けるよう協議をしていきたいと考えております。全員の中学校給食が始ま

りましたら、食材は小学校と同様に市が全て選定することになりますので、

どの方式でありましても地元産を取り入れるということは可能であるかと

考えておりますので、今回評価については同じ評価にさせていただいてお

ります。 

 基本方針④の取組につきましては、全員給食によりどの方式でも目指す

べき理想像に向けてそれぞれ取組ができると考えておりますので、この項

目については、全て評価は同じ「○」となっているということで、ご説明

を終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして資料２、これは報告書の案になります。答申書につきまして

は、結果を書くことになっておりますので、報告書は審議会での経緯等を

記載させていただいております。 

 開いていただきまして１ページになりますが、１ページは中学校給食検

討会、中学校給食審議会の設置目的、それぞれ５回の会議の流れを記載し

ております。 

 次に２ページは、５つの整備案について記載しております。 

 ３ページは、５回の審議会の討議内容のまとめを記載しております。 

 ４ページ、５ページは、この審議会でご審議いただきました中学校給食

のあり方について、基本的な考え方、４つの基本方針について記載してお

ります。 

 ６ページ以降は、先ほどご説明させていただきました資料１の内容を記

載しております。 

 11 ページになりますが、こちらが総合評価になっておりまして、総合評

価の最後「７．おわりに」を付け加えさせていただいております。この「お

わりに」につきましては、審議会でご審議いただきました内容や検討会報

告書の申送り事項等の内容などから、市へ要望する事項等を記載させてい

ただいております。そして、最後に審議会委員の皆様のお名前を記載させ

ていただく予定にしております。 

 続きまして、資料３です。資料３は、中学校給食審議会から市長に答申

をいただく答申書になります。これにつきましては、市長から諮問のあり

ました「茨木市の望ましい中学校給食のあり方について」と「実施方式」

について答申をいただく内容となっております。 

 説明は以上です。 

 

 ありがとうございました。今、事務局から資料１・２・３の説明、それ
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小鶴委員 

 

 

から特に資料１、資料２にも掲載されている定性的評価についてのこれま

での委員の方々から頂いた議論を踏まえての経緯と最終的な評価につい

て、ご説明をいただきました。それで、今日の会議で、結局どの方式が望

ましいかということを答申に書かないといけなくなりますので、議論を２

段階に分けてさせていただきたくて、最初は今事務局から説明があった評

価のポイント、細かいそれぞれの評価のところで、もう少し補足の、ここ

が△でこっちが◎になっているけれどもこの差はこういうふうに考えたほ

うがいいんじゃないかとか、何かその辺を改めて、今までずっと議論をし

てきた積み重ねもあるんですけれども、もう少し補足でとか、今考えたら

というようなことがあれば、自由に挙手いただいてご発言を最初に最大で

40 分程度時間はとれるかなというところでお話をいただきたいなという

のが、まず第１段階で議論をしたいことです。 

 それを踏まえて、事務局のほうで、もし評価の修正があればしていただ

きながら、お話ししたように、答申案をつくっていくということで、第２

段階で全員お一言ずつ、前回と同じように総合評価となっている資料１の

６ページについていますし、資料２の最後のほうにもついてるんですが、

定性的評価の整理、定量的評価の整理の後の文章で表す、この審議会が評

価をした文言、これを少し具体的な表現をつくっていきたいと思いますの

で、それが今日の一番の皆さんの課題なんですけれども、お一言ずつ頂い

たのを恐らく事務局が上手にまとめていただけるでしょうから、好きなこ

とを言っていただいて、ここの総合評価を最終的にどういう文言にするか

というたたき台、文章の案を自由に最後ご発言いただいて、第２段階の議

論としたいと思っています。 

 最初に、事務局からこの後の流れの説明がありましたけれども、頂いた

ご発言を基に、ここの総合評価の文章を事務局が案をつくり、皆様に会議

が終わった後に、また改めて確認いただく。次の第５回では、それを確定、

市長にまたお越しいただいて、その答申書を渡すという流れになるのかな

と思いますので、言ってしまえば今日が最後、自由にご意見を頂きながら

皆さんのご発言を反映させていく機会になると思います。 

 というところで、まず、その第１段階でお話をした、定性的評価の項目

について、今の事務局の説明も踏まえながら何かご発言、ご意見等を頂け

ればと思うんですが、いかがでしょうか。 

 小鶴先生、いかがでしょうか。 

 

 いつもお世話になっております。今回、頂きました定性的評価の整理の

ほうの６ページの 3.1.の評価表を見せていただいて、ほぼほぼ皆さん、◎、

△のついているところを鑑みて、どの案がいいなということに落ち着いて
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくかと思います。 

 １点だけ、私が気になるなと思っている点のみでありますけれども、こ

の６ページの表だけを見たときに、自校が入っているところのＡ案・Ｃ案、

それからＢ案・Ｄ案を見比べたときに、自校が入ったほうが事業費が高く

なっている。じゃあ、評価表の整理の◎、○、△を見てみるとどうかなと

見たときに、Ａ案・Ｃ案は一緒、それからＢ案・Ｄ案は安定した学校給食

の提供のところが若干違うということで、そういうふうに見ていったとき

に、ちょっとこの自校ということは、あんまりメリットがないのかなとい

うふうに表面上見えてしまうのかなと思ったんですけれども。 

 先ほどの栄養教諭の整備のところを考えると、参考資料３の一番最後の

ところの栄養教諭等の配置で見ると、栄養教諭の人数に関して言いますと、

Ａ案とＢ案では差があり、それからＣ案とＤ案でも差がありということで、

自校方式が入ったときと、それから自校なしの親子のみ、センターのみと

見たときに、自校が入ったほうがマンパワーが増えているというところも

一つ、表れてないというか、見落としがちなところじゃないかなと思いま

したので、そこもぜひとも考えていただけたらと思います。 

 マンパワーが増えるということは、ランニングコストがかかるというこ

とにはもちろんなると思うんですけれども、実質上栄養教諭が増えること

によってのメリットももちろんあると思います。そういったところも考慮

して皆さんで考えていただけるのがいいのかなというふうに思っておりま

す。すみません、ちょっと２のほうにいってしまいました。 

 

 ありがとうございます。今の評価項目のどこかということは個別に表し

にくい話ではあるんですけれども、確かに栄養教諭の配置の話は、以前審

議会でも出ていたことでもあり、重要な論点でもあるのかなというふうに

は考えております。 

 それから、小鶴先生から頂いたところで、最終的な整備事業費が、概算

でそれぞれの案で開きがあるわけですけれども、単純に定量的な予算で見

ていくとＥ案が一番、それだけで考えたら安いからいいじゃないかという

ことになってしまうんですけれども、それはこの審議会では最初からそう

いう方向性では話をしておりませんし、それは後の話ですけども、総合評

価のところでいずれの方式で決定しようが、できるだけ安くはすると。た

だ、それがどの方式の決定だということには関わっていないんだというこ

とは書けるのかなというふうには思っております。 

 ということで、先ほど出た栄養教諭の配置の話で、もしよろしければ加

藤委員や金森委員から少しご意見を頂ければありがたいですが。 

 



9 
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城谷委員 

 

桜井会長 

 

城谷委員 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

城谷委員 

 

事務局 

 失礼します。栄養教諭が増えたほうがいいですけど、この親子のＣ案で

１人しか増えないっていうのが、私、何かもっと増えそうな気がするんで

すけど、組み合わせによって１人しか増えないということですかね。 

 確かに栄養士がいたほうが、センターだとセンターの栄養士となってし

まいますので、そこから中学校に出向いて授業をしたりとか食育したりと

かという形になると思うんですけど。親子になった場合は、もう小学校に

しか栄養士がいなくなってしまいます。そうなると小学校の栄養士が中学

校に行って話をするのかというとこら辺まで整理していかないといけない

かなということは思いますけれども。 

 

 失礼します。６ページの「3.4．おわりに」というところから始まって７

ページにかけて審議会の議論のまとめの文章があるんですけど、そこの３

段落目の「検討会報告書内における『審議会への申送り事項』について」

と書いてある部分で、どの方式であっても学校の中で実施されるときに校

内スケジュールの工夫とか、生徒、保護者、学校、調理場、教育委員会の

情報伝達とか、そういう体制を構築しなければ実施は困難であるという部

分で、やっぱり栄養教諭が学校にいることで、コーディネーターとして学

校と先生方と子どもと教育委員会と調理場とをつないで、スムーズな運営

には十分寄与できるところかなと思いますので、人数が多いほうが、導入

に関しても、その後の運営に関してもうまくいくかなと、やりやすいかな

と思っています。 

 

 質問していいですか。 

 

 はい、お願いいたします。 

 

 一つ、栄養教諭の先生のことについて知識がないので教えてほしいんで

すが、今現在、中学校には給食施設はないじゃないですか。中学校に常駐

されている栄養教諭の先生というのはいらっしゃらないんですか、いらっ

しゃるんですか。 

 

 栄養教諭は２人いらっしゃいます。 

 

 

 各校２人いらっしゃるんですか。 

 

 14 校でお二人。 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

（西村） 

 

城谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 校でお二人いらっしゃると。その先生方は、今実際どのような中学生

に対しての指導をされていて、その先生方が増えることで、どのような、

さらに充実した授業というのか、子どもに対しての食育的な関わりが期待

できるのか、現場の先生でも結構ですし、小鶴先生はそういう先生方を教

育されていると思うので、理想的にはこういうのが望ましいんだけどみた

いなのがもしありましたら。私がかつて茨木市立の中学校に在籍していた

時代に、そのような教育を受けた経験がないので、今現在どうなっている

のかと、理想とを知りたいなと思いました。 

 

 すいません、私も確認なんですけれども、今のお話を踏まえて、２人か

らさらに増加する数が参考資料３に載っているということですかね。 

 

 参考資料は、あくまで今の小学校にいらっしゃる 19 人は定数になりまし

て、中学校給食は現在のところ 14 校にお二人いらっしゃるんですが、調理

場につきますので、現在のところ中学校は定数外でお二人入れていただい

ています。ですからここは、中学校が全員給食になったときは調理場がで

きますので、小学校の 19 人に対するプラスの人数になります。Ｅ案は民間

調理場のため調理場がないので増えないという、０人になっています。現

在の２人、定数以外というのは、加配でつけていただいています。 

 

 調理場の管理者になるということですか。 

 

 調理場に対して、調理場で何人児童生徒がいるから栄養教諭等が何人と

いうのか、例えばこの上の表の自校調理方式で、調理場がある学校に児童

生徒が 550 人以上いれば栄養教諭等を１人入れるという、法律で決まって

おります。ですので、今、中学校給食は調理場がなくて民間調理場から配

達してもらっていますので、それでも中学校給食を選択制でも始めたら、

やっぱり食育を推進していくためには必要だということで、今大阪府にお

願いして２人、加配で来ていただいております。その先生の１人が金森先

生で、もう１人いらっしゃるんです。ですから、今は定数以外で入れてい

ただいています。 

 そして、これが全員給食になりましたら、民間調理場以外は調理場がで

きますので、この上の方式に則りましたら、センター方式でしたら 9,000

人近くなりますので３人は必ず入ると。親子方式でしたら小学校でつくり

ますので、調理場はあくまでも小学校の人数でしか数えられないので、も
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

岸本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城谷委員 

 

桜井会長 

 

 

 

 

し小学校で小学校分として 900つくって、あと中学校分を 900つくっても、

550 以上なので１人しか配置がないという計算になっていて、これを計算

した結果が、この自校と親子だったら２人、自校とセンターだったら４人、

親子だったら１人だけしか増えないというような試算になっております。

今の説明でお分かりになりますでしょうか。 

 

 加配の２人はひょっとしたら減らされるかもしれないんですかね。 

 

 定数プラス加配があるかもしれないけれども、それは分からないという

ことで。ですから今、加配を入れていただいているのは本当にありがたい

話でございまして、もともと３人いていただいていたのが１人減って、今

年度からお二人になっているんですが。今それでも一生懸命していただい

ています。 

 

 北中学校の校長の岸本です。栄養教諭は、茨木市内の 14 校のうち本校北

中学校と今は養精中学校に２名配置していただいています。どういう仕事

をしているのかなという話なんですけれども、１つは本校に所属してます

んで、本校の食育についていろんな、例えば授業に入ったり、家庭科の授

業に入ったり、道徳でも食育に関する教材を使って食育を進めたりという

形で、食育通信というか、そんなものも出しながら進めていってもらって

います。 

 また全市的にも、ほかの中学校の、例えば給食、今給食は選択制で全校

でやっているんですけれども、例えば保護者とか生徒の試食会等がある場

合に、集まってきた保護者の皆さんに対して食育の観点で講演というか、

そういう話をしてみたり、また、いろんな学校の授業で食育に特化した形

でやる場合に、支援としてほかの中学校へ行って、その授業を進めていっ

たりという。また、中学校給食の献立等も３人から２人になって非常に大

変やと思いますけれども、献立をつくっていくということもされています。

そんな感じで分かりますかね。 

 

 はい、ありがとうございます。 

 

 今頂いたお話を踏まえますと、栄養士の先生、人数が多くいらっしゃる

ほうがいろいろ対応は利くのかなとは思いますけれども、センター配置に

なったからといって、必ずしも中学校に行かないようなことはないのかな

とも思ったりしたんですが、どういうふうになるんでしょうね。 
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

小鶴委員 

 

桜井会長 

 

小鶴委員 

 

 

 

 

 

 

岸本委員 

 

小鶴委員 

 

桜井会長 

 

 

事務局 

（西村） 

 

村上(喜)委員 

 

桜井会長 

 

村上(喜)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっといいですか。 

 

 はい。 

 

 失礼いたします。今お話を聞いて疑問に思ったので質問させていただき

たいんですけれども、先生のいらっしゃる中学校におきましては、栄養教

諭がかなり授業のほうにも入ってサポートをしているということが分かっ

たんですけれども、他の学校においての授業に入ってのサポートっていう

のは、先生の学校と比べると、やっぱり少なくなるということなんでしょ

うか。 

 

 今のところそうですね。 

 

 ありがとうございます。 

 

 もう一つすいません、自校併用にした場合、自校でできる学校数は幾つ

でしたっけ。 

 

 ３校です。 

 

 

 よろしいですか。 

 

お願いいたします。 

 

 今議論している件なんですけれども、この参考資料３というのは、最終

的にはこの審議会の報告書の中には組み込まれる形にならないということ

なんでしょうかね。というのは、この中で結構議論している内容にもかか

わらず、これは定量的か定性的かというのはちょっと見極めるところが両

方の面が入っていて、要するにこの数字だけでは見れない部分があるんで

すけれども。議論をしたということであれば、何らかの形で反映させてお

くほうがいいのかなと。要するに見える形にしておいたほうがいいのかな

ということを思うんです。なので、ここがこういう議論がされたよという

ことと、それの根拠になるものというのを、何らかの形で入れておかない

とまずいのではないかなというふうに思うんですけれども。 

 また、私は経営屋ですのですごく思うのは、先ほど小鶴先生からもお話

があったんですけれども、ランニングコストがかかってくるということと、
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

 

また逆に言えばこれは雇用ですので先生を雇うということにもなります

し、それによって教育が手厚くなるということもあると思いますので、そ

ういった議論がなされているということ自体は、何らかの形で残しておく

べきなのではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

 ありがとうございます。報告書の中の資料編となるか、資料としては会

議録にはこのまま載るんですが、報告書の中で同じような形になるか、文

言を付け加えるかもしれませんが、入れさせていただきたいと考えていま

す。 

 

 今の村上先生の定量的な部分というところで、一部定性的評価の中で安

定した学校給食の提供とか将来変動の部分で少し児童数が変動した場合の

対応という意味で、コストの変動要因を少し議論していたのかなと思いま

すけれども、あまり細かく定量的評価のところで立ち上げの施設整備費と、

そのランニングコストがどうかみたいなところは見ていなかったのかなと

も思いまして、今から議論をする時間はないんですけれども、あるいは、

その議論をするのがこの審議会でいいのかどうかというのもあるんです

が。 

 ただ、おっしゃっていただいたように、人件費の部分が運営費等でも入

ってきているのが、自校のほうで経費として少し増えている部分なのかな

とか、施設については何年で償却されるのかみたいなこともあると思うの

で、市の資産になりますからね。 

 それと、もう一つ、栄養教諭の話でいただいたご意見で、論点としては

そういう形で人数が増えて手厚くなるということを考えるのか、あるいは

対応が少し自校とセンターとでは変わってきて、中学校に対する指導教育

があまり公平というか、満遍なく同じようにやっていけなくなることもあ

ることが、どう判断するのかなというところもあるのかなと思いました。 

 

 栄養教諭の、前回もそんな人件費のお話はあったかと思うんですが、今

回、定量的評価で表していますランニングコストの中では、調理員さんと

か配膳員さんであるとか、配送に係る方の人件費しか入っておりません。

前回もお伝えしまたが、栄養教諭さんは今府費負担職員になりまして、市

では計算し切れないところがございましたので、全てどの方式にも入って

いません。それでも、この間、「市民としては一緒ではないか」というお話

でしたが、ここをどう考えていくかは、今お答えはできないところであり

ます。 

 栄養教諭さんは、今小学校におきましても全校いらっしゃらないという
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

小鶴委員 

 

桜井会長 

 

村上(喜)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

村上(喜)委員 

のが事実でございまして、32 校中 19 人で、献立作成に関わっていただい

ている部分と、あと学校での指導というのは先ほど校長からありましたよ

うに、小学校の栄養教諭の先生も、やっぱりいらっしゃらない小学校に出

向いていただいて、食育の部分であるとか指導の部分、教育のほうに関わ

っていただいていると思うんですが、その辺はまたどの方式によりまして

何人の先生に来ていただくか、本当にできたら加配とかいただけて、もっ

と手厚くなればいいかというところはあると思うんですが、どの方式にな

りましても、栄養教諭さんと、市のほうも栄養士がおりますので、どのよ

うに進んでいったらいいか、どのような食育ができるのかというのは考え

て、進めていきたいと考えております。 

 

 Ｂ案とＤ案を比べたときに、自校併用方式にして１人栄養士さんが増え

ることというのが、議論としてあまり、整備の問題を含んではいるんです

けれどもそれほど、なかなか反映しづらい項目というところもありますの

で、もう少し自校併用方式の評価ポイントで、もう少しここはこうなんじ

ゃないかとかいう形で、何か補足で小鶴先生にいただけたらありがたいな

と思うんですが。 

 

 ちょっと時間を頂いていいですか。 

 

 では、その間にほかの方にご意見を頂けましたら。 

 

 ただ、一方で分散する議論になってしまってはいけないと思われますの

で、今回「おわりに」のところで文案が出ております。最後のところで、

「『茨木市にふさわしい中学校給食のあり方 基本方針② 中学生にふさ

わしい献立』について、本項目は最も重要な項目と考えております」とな

っておりますので、そこに集約されるような議論にしていかなければ、こ

の報告書の帰結がそういう形になっていますので。もちろん栄養教諭の先

生方の人数はすごく大事だとは思うんですけれども、それがここに対して

どういうインパクトがあるかというお話の中で進めていかないと、この締

め方とのぶれというか、問題と解決の呼応の問題がありますので、そこを

論点にお話をされるのがいいのかなというふうに私は思いましたけれど

も、どうでしょうか。 

 

 そうすると、基本方針②はＢ案とＤ案は差がないんですよね。 

 

 ちなみに、先ほど桜井先生が最後に一言ずつというのがありますという
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（西村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松宮委員 

 

 

 

お話を事前にいただいていて、もう先に言ってしまうと、これは実際にや

らないといけないということと、もちろんこれを継続的にやらなければい

けないということがありますので、そういう意味では、何回も言いますけ

れども私は経営屋ですので、実施する、そしてそれが継続的に行われると

いう観点がやっぱりしっかり見れていないと、「最初できたはいいけど」と

いう話になってしまってはいけないと思いますので、そこはもう一回、し

っかり見ておかなければいけないところではないかなと。その辺で、先ほ

ど少し出たランニングコストの問題であったりとかというのが、私は気に

なるところなんです。 

 

 前回の議論というか、事務局からの報告にもありましたけれども、セン

ターについては、幸いにも茨木市は一か所、市域のどこに建てても全校に

適温で配達することができるということはありますので、必ずしもセンタ

ーだけでやるのが悪いということではないので、こういう定性的評価には

なっているのかなと思いますが。 

 あと、もう一つは、やっぱりセンターの場合、自校と併用してもそうで

すけど、建設用地取得の問題がありますから、それがいつになるかという

ところで、実際実施がいつからできるのかという予定がまだ分からないと

いうことはあるとは思うんですけれども。そこは今後の議論ということで、

この審議会ではそこまで考えて話はしなくてもいいのかなというところで

すが。 

 

 今、村上先生におっしゃっていただきました資料の「７．おわりの」の

ページの最後の段落の、「中学生にふさわしい献立が重要な項目」という部

分なんですが、これにつきましては、中学校給食検討会のほうでも実際他

市へ視察に行かせていただいて食べさせていただいた給食でありました

り、検討会でも議論した中で、中学生にとってふさわしい献立は、この審

議会でも出していただきましたが、やはり主食、汁物、主菜、副菜のよう

な、一汁一菜のような食事形態で、子どもたちにとって栄養のバランスが

とれて、栄養摂取基準も満たして、食育としても重要であるような給食に

していきたいと皆さんのご意見を頂きまして、最後に重要な項目というこ

とで書かせていただきましたところです。 

 

 すみません。また栄養教諭の話に戻るんですが、自校調理を３校つくっ

ても栄養士は１人しか増えないということは、その３校のうち２校は栄養

士がいない状態で調理を行うことになるということで、私も小学校で栄養

教諭がいる状態といない状態とどっちも経験しているんですが、やはり栄
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城谷委員 

 

桜井会長 

 

城谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養士がいないで学校給食をやっているというのは、なかなか厳しいものが

あります。ですから、自校の新しい調理場ができて、そこの学校は出来た

てをすぐ食べるかも分からないけれども、でも３校のうち２校は栄養教諭

がいないままの調理であるというのは、やっぱりデメリットにもなるのか

なと。ですから、やっぱり分散してしまうことでなかなかいろんなリスク

も出てきてしまう、そのあたりをやっぱり考えたほうがいいのかなという

ような感じはします。 

 

 ありがとうございます。先ほど事務局からいただいた基本方針②につい

て重要視するということについては、恐らくＢ案、Ｄ案以外のＡ案、Ｃ案、

Ｅ案について、やはりここはあまり望ましくないのであろうと判断にする

に当たっての基準となった部分であり、それはかなり重要なんだという話

だったのかなと思います。 

 今、松宮委員からいただいたようなリスクの問題というのが、恐らくＢ

案・Ｄ案、少し判断が必要なところになっていて、基本方針①の（１）の

あたりで、１つだけですけれども差がついている項目があるのは、そうい

ったことも含めてなのかなというふうに思いました。 

 

 いいですか。 

 

 はい、お願いいたします。 

 

 もし、この総合評価の定性的評価の整理の中で、Ａ案とＣ案の中にはか

なり△も多いんですが、Ｂ案とＤ案の中では◎もたくさんあるし、ほぼ評

価として高い評価を得ているということを考えて、Ｂ案とＤ案の中でさら

に絞っていくという議論をするとすれば、自校方式を入れたセンターにす

るのか、それともセンター単独ですることが望ましいのかということの議

論を詰めたらどうなのかなと、私は個人的に思ったんですが。 

 自校方式にしてその３校だけ、14 校あるうち３校が自前で給食設備をつ

くる、残りの 11 校はセンターから配送してもらうというような、３校だけ

でも自前でつくることのメリットがどれほどあるのか。それとも、私はど

ちらかというと公平であるほうがいいのかなと思うので、センターで一括

してつくって、茨木市内の給食は全員同じメニューをつくる、それで栄養

教諭もどこの学校にも同じように食育の授業をしに回っていく。その３人

の栄養教諭が同じ場所にいることで、その３人の中でのブラッシュアップ

もできるでしょうし、知識の共有もできるでしょうから、栄養教諭の先生

たちのレベルも上がるんではないかなと思うんですけれども、そのような
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

濱園委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

小鶴委員 

 

 

 

 

 

 

先生方が全校を同じようにカバーしていただけるというようなことがいい

こととして、私はそれをいいことと捉えますが、それはそれぞれによって

いいと考えるか、それともやはり自校で調理する学校が少なくてもあるほ

うがいいと捉えるのかというのは、少し意見の分かれるところなのかなと

思うところです。 

 

 ありがとうございます。意見が分かれることを前提としながら、ここで

多数決で最終決めるみたいなことはあまりしたくないと思っていまして。

ですから、お一言ずつというところは、どっちがいいかを言ってください

というのはやめたいなと思っているので、もう少し延長して、論点として

今、城谷委員から頂いたようなＢ案・Ｄ案のことでご意見、思われること

があったら、ぜひ自発的に。 

 

 濱園です。僕は逆に、例えば小学校で給食の時間に、子どもたちが給食

について、「つくってくれてありがとう」という作文があったり、食とは違

うところで子どもたちの教育になっているというかな、身近でつくってい

る人たちを見れるとか、そんな人たちにありがとうと思えることとか、そ

んな人に会うたときに「おはようございます」と言える、そんな違うとこ

ろの教育も、また食を通して子どもたちを育成する一個のきっかけなんじ

ゃないかなと思うんですよ。ただ、僕はそういう意味では、例えばセンタ

ーでやりました、今までどおり与えられるというのかな、来て当たり前、

食べさせてくれて当たり前みたいなんじゃなくて、子どもたちの身近な中

学校で、目の前でつくってくれてありがたいなという、そういうのを知っ

てほしいなというのもあります。 

 

 おっしゃるとおりだと思います。なかなかセンターに見学に行くといっ

ても、それが少しの、あんまり考えてないけど身近にあるというのとは、

きっと経験としては変わってくるでしょうね。それは貴重な経験にはなる

とは思うんですが、ほかの方、観点があれば。 

 

 私も非常に悩んでいます。どちらにもいいところ、悪いところがあるん

じゃないかなと思っています。平等性という意味において、センターのほ

うが平等性には非常に優れているというふうに思っていますが、目に見え

るところでつくっているものは何げない状況のときでも、自宅でもそうだ

と思うんですけれども、香りがしたり、温かみがあったりというようなも

のを肌で感じることができるという意味の自校方式のメリットというのも

捨て難い。 



18 

議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濱園委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田平委員 

 

 

 

 

 

 

 ただ一つ、私が気になったのは、自校でやる場合に栄養教諭がついてい

ないで、調理師さんのみで調理が進めれられていくところの、衛生管理の

徹底をどんな形であれきっちりとしておく必要が、それはマニュアル化す

ることになるんだと思うんですけれども、そういうところの整備はしっか

りしておかないといけないんじゃないかなというところが気になりまし

た。 

 みんなそれぞれいろいろ意見があると思うんで、私はまだ迷っています。 

 

 何か、どちらの方式にしても、栄養教諭の先生の責任がすごい重要だな

という話になっていますけれども、大変そうで。 

 時間もありますので、私は議長としてと言いながら皆さんに意見を振っ

ているだけで申し訳ないと思いながら、センター統一でＤ案にした場合に、

自校方式の良さが失われるというところで今議論をいろいろいただいてい

るわけなんですけれども、妥協するアイデアとしては、小学校のところで

は全校自校でやっているわけですから、そこでできていることを踏まえて、

少し中学校ではそのメリットを諦めるという、むしろ公平な食事の提供の

観点、公平と安全面の観点からセンターに統一するというような言い方も

ありなのかなというふうに思いました。 

 

 何遍もすいません。ずっと話を聞いてて、最初からお金のことって全然

なかったんじゃないですか。ここに来てお金で云々かんぬんと言われても、

一番最初は、言うたら夢をつくりましょうみたいな話ですやん、お金もな

し、何もなしで、こんなんがいい、あんなんがいいと言うて夢を紡ぎ上げ

てきて、最終ここに来てこんだけのお金がかかりますといって、じゃあ栄

養士さんが１人何ぼになんねんみたいな話になると、ちょっとそれは違う

のかなと逆に思って、子どもたちのために栄養士が必要なら入れればいい

しと思うし、誰のためにこれをやってるのかというのをもう一回考えたほ

うがいいんと違うかなと思います。たった、その１人、２人のためにそれ

がこうだ、ああだというのはちょっとおかしいのかなと思います。 

 

 社会福祉協議会の下田平ですけれども、子ども食堂をやっています。食

堂のおばちゃんからしてみたら、さっき濱園さんが言われたみたいに、や

っぱり誰のためにするのかなというところしか考えてなくて、やっぱりお

いしい給食、子どもたちの喜ぶものと。食育の中にもさっき言われたよう

に、見える給食室はあるのかなと思います。食堂は全然違うんですけれど

も、子ども食堂でも「ごちそうさま」というのはみんな言ってくれるんで

すけれども、その後に「おしいかったよ」と言ってもらえれば、すごくう
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

村上(浩)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪委員 

れしくて「また、頑張るね」と言うんですけれども、「ごちそうさま」だけ

じゃなくて「おいしかった」と言ってくれたらみんな頑張れるよという、

一つのコミュニケーションも大事なのかなと思います。 

 

 ありがとうございます。地域の方からならではのご意見で、子どもを中

心に考えて、子どもとつくっている人とか、料理のことをどうつないでい

くかという食育の問題に関わってくるのかなと思います。どうなんでしょ

うね、ただやっぱり私として気になるのは、それが自校のところでしかで

きないというのが少し残念な気はするんですけれども。 

 

 太田中学校の教頭の村上です。前回も意見をさせてもらったんですけれ

ども、やはり平等性だけで考えると、センターから 14 校に配送されるのが

平等かなというふうに思うんですが、もし十分に広いスペースがあって確

保されるんであれば、３校だけでも調理場をつくってもらって。といいま

すのは、何か大きな災害が起こることがもう想定外ではなくて想定内で考

えておかないといけないと思うんですね。そんなときに、たとえ茨木市の

中学校の中で３校だけでも調理場があれば、ほかの残りの 11 校にとって

も、茨木市全体で見ると食べ物がなかなかないというような状況になった

ときに、調理できる場所があったほうがいいんではないかなと考えます。 

 

 分散的に調理場があることによるデメリットもあるんですけれども、メ

リットということで、特に災害時のことを考えたときに、どこかが動かせ

たらほかにも供給ができるのかなということですね。量的に難しいのかも

しれませんけれども、いち早くそこだけ立ち上げる、給食を復活させるこ

とは、できるようにはなる可能性はあるかなと思います。 

 頂いているご意見で、かなりＢ案についても前向きなご意見を頂いてい

るわけですけれども、最終的にどうするかというところで、もし仮にＢ案

でということで、ここで決めてしまうのであれば、今ついている点数がＢ

案はＤ案よりもちょっと悪いところもあるので、その辺をどう表現してい

くのかということもあったりするのかなと思います。 

 濱園委員がおっしゃられたように、夢というところの表現ですよね。自

校３校でメリットというところで言うと、その３校が特別に食育が進んで

できるようなリーダーシップというか、子どもたちにとって良い影響が与

えられるんじゃないかということが一つと、防災上の観点を今挙げていた

だいた村上委員からのご意見もあったかなというところですね。 

  

 すみません、茨木市ＰＴＡ協議会の阪でございます。市ＰＴＡ協議会と
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤委員 

 

 

 

 

 

いう市内のＰＴＡの会長さんが集まっていらっしゃる会の中で考えます

と、重要視しなければいけないことは、やっぱり平等性なのかなというこ

とを、私は優先順位を高く考えたいと思っております。やっぱり集まって

いただいております学校のそれぞれが、茨木市内でほぼ同じタイミングで

同じものが食べられるということは、やはり重要ではないかなと考えてお

ります。 

 それと、あと防災の話も確かに出ましたけれども、恐らくセンターとし

てこれから全く新しい建物が建つわけですから、今ある学校の施設の中で

も、最も堅牢な施設になるのではないかなということが期待できますのと、

やはり施設が駄目になってしまうぐらいの大きな災害が起こった場合、学

校の給食どころの騒ぎではなくて、まずはやはり避難所に対して早く食事

を提供できるようなところとなりますと、やはり堅牢なそういう食事をつ

くる施設が茨木市内にあるということは、そのほかの部分でもメリットか

なというふうに考えております。 

 それと、やはり栄養士の先生の話もありましたけれども、これは府の加

配の部分になりますので、こちらの部分は市としては逆に言うと触れない

ところかなと思いますので、それを前提として物事を進めて考えると、ち

ょっとつじつまが合わなくなるかなという気がいたしております。 

 以上です。 

 

 ありがとうございました。今まで議論をしてきたことも踏まえつつ、新

しいことを幾つか、重要なところを今ご指摘いただいていて、センター方

式、Ｄ案で阪委員のほうから公平性の観点の重要性について再度ご意見を

頂き、含めて防災の話等々で、防災が難しいのは、恐らく電気、ガス、水

道が通るかどうかというのもあるので、施設でどこまで防災、災害が起き

たときの対応は可能なのかということは、新しく建てるセンターにおいて

そういった災害時の給食の対応を考えておいていただくと。災害食のよう

な少し悲しい給食になってしまうと思うんですけれども、それで何日か持

たすとか、そういうことになるのかなという気はしております。 

 そのほかの方でいかがでしょうか。 

 

 失礼します。ずっと栄養士の話が出ているんですけれども、まず今は、

中学生はデリバリーの選択制で食べる人、食べない人があって、中学校に

行っている人も統一で食育を進めていくのはしんどい状態なので、中学校

給食はぜひぜひやってもらいたいと思います。 

 ここにおられる方も一緒だと思うんですけれども、Ｂ案の自校とセンタ

ーになった場合、栄養士が４人増えるということと、センターだったら３
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発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

岸本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人なんですが、今予定で出ている三島中、北陵中、太田中なんですが、た

ぶん今の状態では、三島中が栄養士が１人つくかなというような状態だと

思うんですけども、今の予定でも 600 ぐらいなので、550 を切ると栄養士

はゼロになってしまいます。ということはこれから先、自校にした場合で

すけれども、人数が減ってきたときには、中学校に栄養士がいない状態で

３校をそのままずっと続けていかないといけないというのは、可能性とし

てはあるかなというのは思います。なので、センターのほうが、センター

だと３人は必ずいるような状態で、その３人が中学校に出向いていくとい

う形にはなると思いますけれども、そのほうがいいのかなと思いました。 

 ただ、先ほどから言っていただいているみたいに、自分のところでつく

っている給食の匂いをかいで、今日はこんな給食やという、小学生は特に

ですけれども、楽しみにしている部分もあるので。今日もカレーだったん

ですけども、すごいいい匂いが学校中に広がる感じになるので、そういう

のを中学生も体験してもらうのもいいかなとは思いますが、将来を見据え

たときにどうしていくのがいいのかなというのは、私たちもどうかなと思

うところです。 

 

 将来的な生徒数の変動のリスクを考えたときの、自校併用での難しさと

いうところでご意見を頂きました。 

 

 中学校の運営等を考えていくときに、茨木市全体として例えば食育も進

めていく、いろんな学校給食の準備をする段階であっても、やはり学校に

よって状況が違うというのは、対応も。ただ、茨木市 14 校のそういった代

表者とか校長とか教頭が集まっていろいろ考えていったりするときに、や

っぱり全てが同じ状況で取り組んでいくほうがいいのかなと。 

 ただ、自校式でやった場合にそういったメリットはあるけれども、例え

ば食育を進めていくという観点で言えば、全校そろっていれば同じような

形でどこの学校でも食育、具体的にはいろんな指導について一貫性を持っ

て、茨木市全体としてはやりやすい面があるんじゃないかなと思ったりは

します。 

 また、今よく出ている公平性というか、やっぱりいいところがあるから

自校式とセンターが混合という案も出てくるわけで、逆に公平性で言うた

ら、やっぱりそこについてはしんどいんかなということと、今後いいので

あれば、最終的に学校に余力があればとか、土地が広がることはないと思

うんですけれども、そういった形で自校式が実施できるような条件が整っ

たら、その学校も自校式にしていくのかとか、住んでいる地域でやっぱり

子どもたちの状況が違うというのは、公平性には問題があるのかなという
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

ことと、茨木市全体としていろんなことを取り組んでいくときに、学校と

してはやっぱり 14 校そろった形で足並みをそろえていろんなことを進め

ていくほうがやりやすいかなと、運営上の視点で言えばそういうふうに感

じます。 

 

 ありがとうございます。学校のお立場から運営上の公平性のことで重要

視すべきというご意見を頂いたかと思います。今までのこの論点について

幾つか出ているわけですけれども、まだご意見を頂いていない委員の方な

どからいかがでしょうか。お願いします。 

 

 市民委員の中村と申します。公平性といったところで、例えば自分が保

護者になった場合ということを考えると、もしこのＢ案が導入されて、う

ちの子の行くところは自校でおいしく食べるけど、うちのところはセンタ

ー方式だから例えば全然食べてくれないとかいったときに、やはり保護者

の方から。 

 

 センター方式もおいしいと思いますよ。 

 

 どっちがおいしいとか、何かそういう差が出たときに、何でこういうの

を導入したんだとか、そういう保護者からの公平性とか考えると、やはり

そろえたほうがいいかなとは思います。もちろん自校のメリットというの

があると思うんですけれども、メリットを受けられるのは３校だけなので、

やっぱりそれ以外の 11 校が受けれないというところも考えると、どうかな

とは思います。 

 あと、防災の視点で、例えば３校だけでもというのがあるかと思うんで

すけれども、今回導入する目的というのは、中学校の給食にふさわしい献

立とか、そういうところの論点で話しているので、防災に関しては第二の

視点でいいかなとは思いました。 

 以上です。 

 

 ありがとうございました。センターで統一して公平性という話、改めて

学校に通わせる側からのというところでのご意見、ありがとうございまし

た。 

 そろそろ時間も厳しくなってきてはいるんですけれども、難しいですけ

れどもね。最終的に、もともとの評価項目の高さと、それから今、だいぶ

公平性の話で、やはりそちらのほうが重要だと考える人が多いのかなとい

うこともありつつ、Ｄ案で最終統一で答申に上げてしまっていいのかなと、
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

 

 

 

 

 

小鶴委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

村上(喜)委員 

 

 

 

 

 

 

 

私のほうで判断させていただきたいと思うんですけれども、よろしいでし

ょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 はい、ありがとうございます。 

 では、「そうは言っても」みたいなことも含めて、最後にお一言ずつ、総

合評価のところの文言で少し書き加えてほしいこと、あるいは重要視して

ほしいことというのを好きに言っていただいて、あとは私もまとめずにも

う事務局に投げますので、事務局でまとめていただければと思いますので、

改めて小鶴先生のほうから、お一言ずつ頂ければと思います。 

 

 いつも最初なので緊張しているんですけど。私も皆さんの意見を聞くこ

とができて、まとまってよかったなと思っております。私も最後に書いて

いただいたような、基本的な考え方の食育の観点から、どの方式になって

も主食、汁物、主菜、副菜の食事形態を基本にするというところが一番、

一番気になっていたところなので、書いていただいてとてもうれしく思っ

ております。 

 あと、センターの場合になったときにも、やっぱり食育を盛り上げてい

くというのをどの学校も一緒に協力できる、そういう構築をぜひしていた

だきたいなと思います。それぞれの学校の校長先生が中心になって、今本

当に教育の中で食育というのが背骨と言われておりますので、それを基本

に中学生の生活を見直し、そして健全な精神が宿るように、しっかり食べ

物に気を使っていけるような、そういう給食につながっていただけたらう

れしいなと思います。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。村上先生、お願いします。 

 

 追手門の村上です。先ほど言ってしまいましたので内容はないんですけ

れども。 6.3.のところで総合評価をされた後に「おわりに」があるんです。

ですから、この「おわりに」の中には、ここの中でどういう議論がされた

のかということがわかる、要するに何を意図してこんなことをしようとし

たのかということがわかる形で残していただけることが重要なのかなと思

います。もちろん、結論はすごく重要なんですけれども、それに至る過程

として我々が何を大事だと考えたのか、あるいは、どういう意図でこうい

うことをしたのかということがわかる形での「おわりに」で締めていただ
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

下田平委員 

 

桜井会長 

 

下田平委員 

 

 

 

 

 

濱園委員 

 

 

桜井会長 

 

山口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜井会長 

 

松宮委員 

 

 

けるようにしていただければ良いのかなというふうに思います。 

 以上です。 

 

 すみません、難しいことは何も言えないんですけれども。 

 

 いえいえ、思いの丈を言っていただければ。 

 

 ただ、一番最後に校内のスケジュールの工夫とか入っていますけども、

これからたぶん学校の先生、給食が入るといろんな負担というかお仕事が

増えるのかなと思っています。食堂のおばちゃんとしては、食品ロスと言

われていますけれども、その残り物、残飯ということもこれからの課題に

なるかなと思っています。すみません、このくらいで。 

 

 僕はネタ切れです。もう目いっぱい思っていることをちゃんと伝えたか

なと思います。ほんとにネタ切れです。次に行ってもらいます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 審議委員として無責任かもしれませんけれども、自治会の連合会という

立場で、学校との関わりは、特に給食に関してはほとんど無知でございま

して、皆さんのご意見を聞きながら、ああそうか、ああそうかというよう

なことで感心しながら聞いていまして、自分の考えそのものが正直言って

まとまっていない、誠に申し訳ありません。意見らしい意見はできないの

でお許しください。 

 ただ、今、中学校の子どもたちがお母さんのおいしい弁当を食べてます

からね。学校の給食をみんなが食べたときに、果たしておいしく食べてく

れるかなと。やっぱり子どもにおいしい給食を食べてもらいたいなと、そ

ういう意味でセンターであれ自校であれ、携わる方々にぜひ、ひとつ、お

いしいご飯をこの際つくってあげて、子どもに喜んでもらいたいなという

のが個人的な願いでございますが。その辺でご勘弁ください。お願いしま

す。 

 

 それが一番大事かと思います。 

 

 小学校長として、茨木市の子どもたちが小学校で自校調理のおいしい給

食を６年間しっかり食べて調理員さんへの感謝とか、そういう気持ちは十

分育っていますので、中学校のステップでは次のちょっと違うやり方で。
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸本委員 

 

 

 

 

 

村上(浩)委員 

 

 

 

 

 

東委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子という方式もあったんですけれども、やはり今の現状を考えると、中

学校の給食をつくって小学校の給食をつくるとなれば、やはり品数は二品

が限界なのかなと。でも、中学生はそれでは物足りないだろう、やっぱり

三品、小学校よりも充実したメニューの給食をということで、やはりセン

ターのほうでいろんなアレルギー対応なんかも、今は鶏卵とうずらだけで

すけれども、もっといろんなことにも対応できるような、そういうふうな

ことをしていただきながら、中学生が中学校でも温かい昼ご飯をみんなで

一緒に食べられるというのを、中学校は本当にいろんなカリキュラムの工

夫とか大変だと思いますけれども、そんなふうにやっていっていただきた

いなと思っているところです。 

 以上です。 

 

 先ほどもちょっと話をさせていただいたんですけれども、同じ状況で市

内 14 校、それに関係するいろんな関連機関等が同じ課題、同じ目標を共有

してしっかりゼロから進めていけるということで、そういう点で非常に強

い力になっていくと思いますんで、そこの強さを大いに生かして進めてい

けばいいのかなという感じでいます。 

 

 太田中学校には栄養教諭の先生はいないんですけれども、食育となると

家庭科の先生に任せっきりにしていたなというのが、すごく反省材料とし

てあります。もっと一人ひとりの先生が食育に意識を高く持つというか、

ボトムアップというか、意識を高めていくことがすごく大事かなというふ

うに思いました。 

 

 中学校家庭科の東です。この５つの案を見させていただいて、すごくア

レルギーに対応するところが大事じゃないかなと個人的には思っていま

す。長いこと家庭科をやっているんですけど、年々アレルギーの子どもた

ちが増えてきて、私は初任の頃、アレルギーを考えて調理実習をすること

もなかったんですけれども、最近すごい、あれは駄目、これが駄目という

子が多くて、中学校家庭科部会というのがあるんですけれども、14 校の家

庭科の先生が集まっても、「本当にもういろんなものが駄目やから調理実習

困ってます、何かいい案はないですか」みたいなことも言われたりします。

何か今は鶏卵とうずらだけみたいなんですけれども、センターになるにし

ても、もうちょっとそれだけじゃなくて、結局それやったら自分で持って

こなあかん子とかがいるんだったら、かわいそうかなと思いますので、も

うちょっといろいろと配慮をして、ある程度のアレルギーには対応できる

ような形にしていただけたらありがたいなと思っています。 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あと、三島と太田と北陵が自校でできる敷地があるということだったみ

たいなんですけれども、本当にそこは空き地で全く誰も使ってないのかな

って、個人的に思いまして。東雲では私は生徒会担当もやっているんです

けど、テニスコートを増やしてほしいとすごく言われてまして、でも「ご

めん、もうそんなスペースないねん」と言ってるんですけど、その３校も

実は何か部活のちょこっとした練習とかで、もしかして使ってたのだとし

たら、バーンと給食場が建つのも、何か今まで練習してたところが奪われ

るのかなと思ったりとか。もう、そういう意味ではやっぱりセンターでい

いんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

 中学校栄養教諭の金森です。自校での距離感と、センターでの子どもと

給食との距離感を比較したときに、子どもの反応は残食の量となって返っ

てくるかなと栄養士としては思っています。栄養価を満たす献立を、数字

を見ながら立てている以上、それがどれだけ子どもの体に入っていくのか

というところが、食べてもらって初めてその栄養価が満たされるので、残

食の量というのはすごく、いつも気にしながらそれも見ながら献立は立て

ています。なので、センター方式がここの中で推していくとなった以上、

茨木市のセンターでまた、中学校給食でかかわることになったら、本当に

残食との戦いになって、魅力的な献立づくりに頑張っていくんだなと、今

話を聞いていて自分の役割を考えました。 

 以上です。 

 

 小学校栄養教諭の加藤です。今、私も小学校にいるので中学校のことが

ほぼほぼ分からない状態ではいるんですけれども、毎月献立を立てている

のが大変だというのはお聞きをしています。でも、今は中学校に２人しか

おられないので、１か月交代で立てておられて、やっぱり申込数も少ない

ので、立てるのもやりがいと言うんですかね、そういうのもちょっとあん

まり湧いてこない部分もあるかなと、私の想像では思うんですけれども。

それが全校になると、やっぱり献立を立てるのにも子どもたちもおいしく、

センターで今は保温食缶も発達しているそうなので、温かいものをそのま

ま、自校でつくるよりは多少はちょっと冷めている部分はあるのかもしれ

ないですけれども、昔からよく聞く「もうセンターから来たのは冷たいの

で」というのではないと思いますので、そういうとこら辺では全員で同じ

物を食べて、そのことについて話をしながら一定の時間を過ごせるという

のはすごくいいことだなと思います。 

 たぶん、中学校給食が始まってセンターができたら、私たちの中からセ



27 

議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橘委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンターに行くことになると思いますので、そのときには中学校にふさわし

い献立、栄養価を含めもそうなんですけれども、魅力ある献立作成ができ

て、そのことについて子どもたちと話せる、生徒たちと話せるような場が

できたらいいなと思います。 

 ただ、これから中学校の先生方は給食が全く初めてだと思うので、その

辺、学校で進めていく方法とか、またそれは市のほうで考えていただける

とは思いますけれども、その辺はすごく重要になってくるかなとは思いま

す。 

 以上です。 

 

 小学校保護者の橘です。保護者の立場から、やっぱり匂いをかぎながら

の給食への思いが捨てられなかったんですけれども、やはり公平性の観点

のお話を聞かせていただいて、そういうこともやっぱり大事なんだなとい

うのを、私はここでたくさん聞かせていただいて分かったんですけれども、

やはり保護者はたぶんプリントとか、お知らせ一枚でそれを知ることにな

るとすれば、これだけたくさんの意見が出て、皆さんの思いを載せた報告

が、市民の方々に届くような形で中学校給食が始まってくださると、大き

な意義があるのかなと思いました。 

 すごく貴重な経験をさせていただいて良かったと思っています。ありが

とうございます。 

 

 阪でございます。先ほど私のほうからも意見を言わせていただいたんで

すけれども、山口さんからのご意見で、今の中学生はお母さんのおいしい

お弁当を食べているのでという話があったんですけれども、みんながおい

しい弁当が食べられる子どもたちばっかりでしたら、こんなことって初め

からなかったかもしれませんね。なかなかいろんな環境があって、朝お弁

当をつくってあげれない、本当にパンを買って食べる、またスナック菓子

で済ませている子もひょっとしたらいるのかも分かりませんね。いずれに

しても、市内中学生の子どもたちが、本当に栄養価のしっかり考えられた

おしいし給食を、皆さん平等に食べてくれる、それがやはり一番大切なこ

とではないかなと私は考えております。 

 また、いろいろと栄養の面も考えてつくっていらっしゃると思うので、

それに対する子ども同士の話し合いであったりとか、教育の一環であった

りとかというのも共通にできるというのも、ひとつ、逆に夢のあることか

なと思っております。 

 最後に私のほうからお願いすることがあるとすれば、私事となりますけ

れども、この春からうちの息子が中学校に上がりますので、できたら在学
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

城谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村委員 

 

 

 

 

 

中にしていただけたらなと思います。 

 以上でございます。 

 

 学校医の城谷です。今回中学給食の導入に当たって、今、栄養教諭の先

生方から今から献立を立てることをいろいろ考えないといけないなという

ふうなお話を伺って、とても頼もしいなというふうに思いました。 

 学校医の立場から言うと、私はアレルギー対応と食育という部分を大事

にしてやっていってほしいなと思っています。アレルギー対応は、先ほど

から言われているように、やはりどんどんアレルギーのお子さんたちとい

うのは増えているので、そういう方ができるだけみんなと同じ食事を食べ

られるように、もしセンターで一括してつくることができるんであれば、

その分、いろいろなアレルギーに対してできる限り対応できるような幅を

増やしていってほしいなというのが１点、思うところです。 

 もう１つは、食育の点については、ぜひともしっかり、そういう部分を

充実させていってほしいなと思うのですが、子どもの生活習慣病、脂肪肝

だったりとか尿酸値が高いというような子どもの生活習慣病は、もう明ら

かに増えてきていますし、あとは極端な痩せ指向というようなこともあり

ます。それから、スポーツをするジュニアの人たちに関して言うと、スポ

ーツのほうで消耗しているけれども、きちんと栄養がとれていないので、

若いのに骨粗しょう症になっていたりとか、あとそういうことから摂食障

害を起こしたりとかというようなことが起こっているというのも聞きます

ので、なかなかやっぱり正しい食べ方というのを学ぶ機会というのはない

ように思うんですよ。それは大人の生活習慣病の方なんかを見ていても、

きちんとバランス良く食べるということをそもそも理解できていないとい

う方が多いと思うので、小学校はもちろんですが、もう少し大人になった

中学生の間に、もう一度食育としてきちんと教育を受けられることができ

るというのは、非常に茨木市の教育に当たって大事な観点になるし、すご

く頼もしい今後の見通しになるのかなというふうに思いますので、そこの

ところをぜひ頑張ってやっていってほしいなと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 最後なんですけれども、難しいことが言えなくて恐縮なんですけれども、

やっぱり導入したというときに当たって、いろんな意見が出てくるかと思

うんですけれども、例えば余裕がある方は自分のつくったお弁当を食べさ

せているのに何で導入したんだとか、あるいは働くお母さんにとってはす

ごくありがたいといった意見が割れるように、この会議の場でもいろいろ

分かれたかと思うんですけれども、最終的にどの案になってもこういう場
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事務局 

（西村） 

 

で何回も何回も話し合いを行って、でも目標が中学生にどのような給食が

一番いい、ベターな案を話し合ってきたんだということが、少しでも市民

の方に届けられる場ですとか、そういう声が届けられたらいいなと思って

ます。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。 

 何か言い残したことがある方はいらっしゃいませんか。大丈夫ですか。 

 ありがとうございます。アレルギー対応や食育、それから一番は魅力あ

る食事にすること、品数のことも含めて栄養ある食事にすることが大事だ

ということや、防災の話、特に今日私の思いつきですけれども、やっぱり

備蓄の問題も出てくるのかなというふうには思いました。それから、今後

に向けてのそういうソフト面での充実をどうやってさせていくかというこ

とがセンター方式が望ましいとしながらも、いろいろ考えていってくださ

いよというご意見が委員の方々からあったということかと思います。 

 これから、特に学校関係の方、栄養教諭の先生方も含めて大変いろいろ

考えていかないといけない運営面のことが出てくるかと思います。それか

ら、傍聴の方からもご意見を頂いておりまして、そういったことを含めて、

やっぱりソフト面をこれから議論していく必要があるんだろうなというこ

とです。 

 それから、市民に向けての、保護者の方への広報も大事だということも

ありましたし、私のほうから最後に一言、これはやっぱり市の責任を十分

にこれから発揮していただかないといけないことがあるんだということを

強調しておきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それから、最後にすみません、雑談ですけれども、中学校の自校方式を

一旦ここでは諦めたという形にはなるんですが、空き地がいろいろ生徒も

活用しているんじゃないかなという話。私も自分の今の大学で空き地をお

借りして市民の方と学生と小さい畑をしていたんですね。新しい校舎が建

つので潰されました。建った校舎がグローバル教養学部、ローカルがグロ

ーバルに負けたなと思いましたけれども、そんなことがありました。 

 ということでもし何か、もうご意見が特になければ事務局にお返しした

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 

 長時間、たくさん貴重な意見をありがとうございました。 

 今皆さんに頂きました思いを報告書にきちんと盛り込みまして、市民の

皆さんにご納得いただけるような報告書を作成させていただきたいと思い
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ます。 

 冒頭に申し上げましたが、今から修正させていただきまして２月初旬ご

ろになるかと思いますが、一度案を皆さんにお示ししますので、この文章

はもっとこのほうがいいんじゃないかということがございましたら、ご意

見をたくさん頂きたいと思います。会長とご相談しながら進めていこうと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議録につきましては、事務局で会議録案を作成しまして、また

会長にご確認いただき、公表させていただきたいと思います。 

 次回、最終回となります第５回の審議会は、３月 26 日木曜日、午後２時

から、今度は男女共生センター ローズＷＡＭの研修室 501・502 で開催さ

せていただきます。市長に来ていただきまして、答申の後、本日のように

皆さんにお一言ずつまた頂けたらと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 どうも長時間ありがとうございました。 

〔閉会〕 

 

以上 

 


